
 

 
 
 

 

保健福祉局介護保険課 

～認知症になっても安心して暮らしていけるまちへ～ 
 

全国初！ 認知症対策「神戸モデル」 

 

認知症は、加齢によって多くの人がなり得る病気です。 

神戸市では、平成 28年９月にＧ７保健大臣会合が開催され、認知症対策を盛り込んだ

「神戸宣言」が出されました。この「神戸宣言」を踏まえ、「神戸市認知症の人にやさし

いまちづくり条例」を制定し、平成 30年４月より施行しています。 

認知症の人への更なる支援として、認知症の早期受診を推進するための診断助成制度

や、認知症の方が外出時などで事故に遭われた場合に救済する事故救済制度の創設を内

容とする全国に先駆けた神戸発のモデル（以下「神戸モデル」という）を実現したいと

考えています。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．「神戸モデル」について 
 

(1) 新たな診断助成制度（案）（平成３１年１月開始予定） 

認知症に関する市民の悩みを気軽に相談できる窓口を開設し、早期受診ができる 

よう、新たな診断助成制度の創設を検討しています。 

以下のとおり、２段階方式の診断を予定しています。 

① 認知機能検診（「認知症の疑い」の有無） 

・地域の医療機関で、認知症の疑いが「ある」か「ない」かを診るための検診です。 

 

 

② 認知機能精密検査（「認知症」の有無の確定） 

・認知症の疑いが「ある」方に、専門の医療機関で受診いただく精密検査です。 

認知症の有無と、病名の診断を行います。 
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(2) 新たな事故救済制度（案）（平成３１年４月開始予定）  

＜認知症と診断された方が対象＞ 

① 賠償責任保険に市が加入します  

・認知症と診断後、事前に登録された方の保険料を市が負担します。 

・認知症と診断された方（ご家族が監督責任を負った場合も含みます）が、事故 

で賠償責任を負った場合、最高２億円（予定）を支給します。 

 

② 事故があれば、24時間 365日相談を受け付けます 

・専用のコールセンターを設置し、事故が起こった際、迅速に相談に応じます。 

                              

③ 所在が分からなくなったら、かけつけます 

 ・非常時のかけつけ（捜索）サービスを含むＧＰＳ（衛星利用測位システム）の導入 

費用を負担します。＊月額利用料金は別途発生します 

 

＜全神戸市民が対象＞ 

④ 認知症の人が起こした火災や傷害などの事故に遭われた方に、見舞金を支給します 

外出中の事故などで死亡された場合 最高３千万円（予定）  

入院された場合 最高１０万円（予定） 

持ち物が壊れた場合  最高１０万円（予定） 

火事の場合  最高４０万円（予定） 

 

(3) 神戸モデルの費用と財源  

神戸モデルの実現に必要な費用を、市民の皆さまに薄く広くご負担いただく仕組み 

を検討しています。神戸モデルがスタートする平成 31年度から、市民税均等割（現行 

3,500円）に１人あたり年間 400円（案）を上乗せすることを検討しています。 

 
                

 
 

 

 

 

２．市民意見の募集について 

平成 30年９月 21日～10月 22日に実施（現在、集計精査中） 

など 

（案） 

＊（３ヵ年＜平成３１年度 

～３３年度＞の年平均） 

２ 


